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令和元年度  

芽室町議会モニター会議 

総括報告書 

 

令和元年度の芽室町議会モニターの活動は、年明けからの「新型コロナウイルス感染

拡大」の影響・対策から、第 3 回目の会議を「集まらない会議」として、アンケート方

式で皆さんからの意見をいただくなど、例年とは異なる制度運営となりましたが、１年

間で 287 項目の提案・意見をいただきました。また、各常任委員会の抽出政策・事務事

業や議会運営のほか、町政・まちづくりへに関するご意見として 206 項目が寄せられ

ました。議会運営については、議会だよりやホームページ、SNS など情報公開ツールへ

のご提言や、モニター制度のあり方などにもご意見をいただきました。芽室町議会では、

いただいた提案・意見をしっかりと議論を行い、より進化した議会モニター制度の運用

を進めていきます。 

 

令和２年７月  
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１ 議会運営への提言       （件数） 

番号 内 容 H27 H28 H29 H30 R1 

１ レポート件数 20通 28通 18通 20通 17通 

２ レポート意見件数※(1)   32項目 29項目 26項目 23項目 22項目 

３ 意見交換会回数 ３回 ４回 ３回 ３回 ２回 

４ 意見交換会・意見件数※(2)  90項目 342 項目 228 項目 185項目 206項目 

５ モニター間意見交換会 － － － － － 

６ モニター間・意見件数 － － － － － 

７ アンケート調査 ※(3) 35項目 43項目 68項目 121項目 59項目 

 提案項目合計 157項目 414項目 322項目 329項目 287項目 

 

【※(1)レポート意見件数の内訳】      （件数） 

番号 分類項目 H27 H28 H29 H30 R1 

１ 議会だより・HP・SNS 7 1 2 1 5 

２ 本会議 ３ 5 1 0 2 

３ 委員会・議員協議会 １ 4 2 0 0 

４ 議会報告会・意見交換会 １ 0 2 1 0 

５ 議会改革・活性化 10 4 1 4 3 

６ 議員との意見交換会 4 8 8 4 9 

７ 町政・まちづくり 6 6 10 13 5 

 計 32項目 29項目 26項目 23項目 24項目 

 

【※(2)意見交換会・意見件数の内訳】     （件数） 

番号 分類項目 H27 H28 H29 H30 R1 

１ 議会だより・HP・SNS 0 1 2 3 0 

２ 本会議 0 0 2 0 0 

３ 委員会・議員協議会 0 3 0 0 0 

４ 議会報告会・意見交換会 0 0 2 0 0 

５ 議会改革・活性化 8 70 69 27 0 

６ 議員との意見交換会 5 15 3 0 0 

７ 町政・まちづくり 42 163 27 23 180 

８ 抽出政策・事務事業 35 90 123 132 26 

 計 90項目 342項目 228項目 185項目 206項目 

※R1は「７月～４月の集計」 

R1議会モニター活動 
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【※(3)アンケート調査の内訳】 

番号 分 類 項 目 H27 H28 H29 H30 R1 

１ 議会だより・HP・SNS 4 24 11 7 11 

２ 本会議 0 0 0 0 0 

３ 委員会・議員協議会 0 0 0 0 0 

４ 議会報告会・意見交換会 0 １ 0 1 0 

５ 議会改革・活性化 0 １ 1 2 12 

６ 議員との意見交換会 1 0 8 8 11 

７ 町政・まちづくり 6 0 4 9 1 

８ 抽出政策・事務事業 24 17 44 94 24 

 計 35項目 43項目 68項目 121項目 59項目 

 

 

２ モニター会議（議員との意見交換会） 

会 議 等 日 時 場 所 参加数 

議会モニター委嘱状交付式・ 

説明会及び第 1回モニター会議 

R1.8.6 

18:30-20:30 

役場本庁舎３階 

議事堂 
14 

第 2回モニター会議 
R1.11.26 

19:00-21:00 

中央公民館２階 

講堂 
10 

第 3回モニター会議 
R2.5.25～6.8 

(アンケート期間) 
「集まらない会議」 11 

計３回   35 
 

 

３ 議会傍聴・議員研修会・議会フォーラムなどへの参加 

 

 

 

内 容 件数(H27) 件数(H28) 件数(H29) 件数(H30) 件数(R1) 

議会傍聴 6 21 12 39 5 

議会フォーラム 3 4 4 4 中止 

議員研修会 4 3 6 5 0 

計 13人 28人 22人 48人 5人 
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令和元年度の議会の主な動き 

5月 8日  通年議会開会（改選後 初議会） 
5月 10・13日 新任議員研修会（議会事務局・町） 
5月 27日 第１回総務経済・厚生文教常任委員会合同委員会

を開催（プレミアム商品券事業の実施等） 
6月 3～21日 ６月定例会議開会 
6月 21日 第2回総務経済・厚生文教常任委員会合同委員会

を開催（消費税増税に係る使用料等の取扱い等） 
6月 19日 H30年度第 3回モニターを開催 
6月 25日 議員研修会（北海道町村議会議長会） 
6月 26日 議員研修会（北大公共政策大学院連携研修） 
7月 1日 議員研修会（町主催） 
7月 9日 新任議員研修会（北海道町村議会議長会） 
7月 11日 第3回総務経済・厚生文教常任委員会合同委員会

を開催（消費税増税に係る使用料等の取扱い等） 
7月 26日 第4回総務経済・厚生文教常任委員会合同委員会

を開催（芽室町立地適正化計画ほか） 
7月 26日 議員研修会（議会主催・議員力向上） 
8月 6日     第１回議会モニター会議を開会 
8月 8日 8月臨時会議開会 
8月 8日 第5回総務経済・厚生文教常任委員会合同委員会

を開催（社会体育施設再整備・温水プール建設等） 
9月 3日～25日 ９月定例会議開会 
9月 4日 議員研修会（議会主催・質問力） 
10月 16～17日 厚生文教常任委員会先進地事務調査（赤平市・奈

井江町／公立病院の経営健全化方策、三笠市／コ
ミュニティスクール導入成果と課題） 

10月 28日    議員研修会(十勝町村議会議長会) 
11月 15日 11月臨時会議開会 
11月 26日 第２回議会モニター会議を開催 
11月 15日 第6回総務経済・厚生文教常任委員会合同委員会

を開催（十勝定住自立圏共生ビジョン） 
11月 18日 議会報告と町民との意見交換会（６つの単位 PTA と 
～12月 10日 実施） 

12月 8日 議員研修会（広尾町議会主催） 
12月 3日～20日 12月定例会議開会 
12月 19日 芽室高校生徒との意見交換会 
12月 20日 第7回総務経済・厚生文教常任委員会合同委員会

を開催（公共施設等再配置構想） 
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12月 26日 委員会研修（委員会主催・地域医療） 
1月 17日 議員研修会（議会主催・町合同・ICT研修） 
1月 23日 政策提言書を教育長に手交（厚生文教常任委員会） 
2月 3日 2月臨時会議開会 
2月 4日～7日 白樺学園高校との連係協定事業（議会体験） 
2月 20日 第8回総務経済・厚生文教常任委員会合同委員会

を開催（雇用促進住宅・障がい用生活体験住宅） 
2月 28日 議会 BCPに基づく災害対策会議参集 
3月 17日 政策提言書を町長に手交（総務経済常任委員会） 
3月 3日～25日 3月定例会議を開会 
3月 25日 第9回総務経済・厚生文教常任委員会合同委員会

を開催（まち・ひと・しごと創生総合戦略等） 
4月 14日 4月臨時会議開会 
 
 
■定例会議 6月（6/3～21）、9月（9/3～9/25）、 

12月（12/3～20）、3月（3/3・25） （13日） 
■臨時会議 5/8、8/8、11/15、2/3、4/14（5日） 
 本会議  計 18日  （道内町村議会平均 13.2回） 
■予算決算特別委員会 （11回開催）  （道内町村議会平均 14.5回） 
■議会運営委員会 （30回開催） （道内町村議会平均 11.2回） 
■総務経済常任委員会 （23回開催） 
■厚生文教常任委員会 （23回開催） 
 常任委員会  計 46回  （道内町村議会平均 17.8回） 
■合同委員会・連合審査会 （９回開催） 
■全員協議会 （15回開催）（道内町村議会平均 8.4回） 
 公的会議回数 計 129回 （道内町村議会平均 65.1回） 
 本会議議件数 計 177件 （道内町村議会平均 89.5件） 
■議員研修会 （９回開催） 
■一般質問者数 20人（延べ） 
■会議傍聴者数   計 259人（本会議 130人、委員会 119人、 

全員協 10人） 
■議会だより発行ページ数 計 124ページ（12か月） 
■ホームページ年間アクセス件数 計 13,311件（ネット中継 12,392件） 
■議会報告と町民との意見交換会（議会フォーラム）参加者数 計 276人（17会場） 
■ホットボイス件数 計０通 
■SNS登録者数 計 1,804人 (Facebook784 人、ＬINE490人、twitter530 人) 
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Ｒ１芽室町議会活性化計画主要事業 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ｒ２芽室室町議会活性化計画主要事業 

 

 

 

１ 議会政策形成サイクルの進化 (議会基本条例 第２条（２）、第 12 条、第 13 条)  

→政策立案に至るプロセスの強化と見える化を図ります。 

２ 町民との意見交換会の深化と充実（多様な住民参加機会のの機会づくり） 

 (議会基本条例 第４条(２)、第８条（１・５）) 

→多様な世代、立場の住民がまちづくりに関わる機会を設けます。 

３ 議員間討議（自由討議）の強化(議会基本条例 第３条(３)、第５条(２)、第 16 条)  

→議論を集約し政策立案へ繋ぐためファシリテーション力と対話力向上を図ります。 

４ 外部評価手法を確立する(議会基本条例 第 24 条) 

→議会活動を広く共有するとともに住民による評価から活動の改善を図ります 

 

１ 議会政策形成サイクルの進化 (議会基本条例 第２条（２）、第 12 条、第 13 条)  

→政策立案に至るプロセスの強化と見える化を図ります。 

２ 町民との意見交換会の深化と充実（多様な住民参加機会の創出） 

 (議会基本条例 第４条(２)、第８条（１・５）) 

→多様な世代、立場の住民がまちづくりに関わる「場」創りを進めます。 

３ 議員間討議（自由討議）の強化(議会基本条例 第３条(３)、第５条(２)、第 16 条)  

→議論を集約し政策立案へ繋ぐためファシリテーション力と対話力向上を図ります。 

４ 外部評価手法を確立する(議会基本条例 第 24 条) 

→議会活動を広く共有するとともに住民による評価から活動の改善を図ります 
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Ｒ１芽室町議会活性化策 10 事項・評価 
総務経済常任委員会  

 
項  目 内  容 

１．議会図書室

機能の整備 

 

［未達成：継続］ 

①新庁舎供用後の図書室運用に向け、電子図書の位置づけ、文書・図書
の管理ルール等を規定した「（仮）議会図書室管理要領」を策定する。 

②電子図書室データの管理ルールを検討する。 
☞他議会の事例調査にとどまる。 

R2 年度、新庁舎への移転・議会図書室の共用開始までには、規定の
策定を完了する。 

２．町民意見の

協議経過の明

確化 

 

［概ね達成：継続］ 

・意見交換等で出された意見等、議会内での協議経過から政策形に至る
過程を「見える化」する手法を検討・試行する。 

☞議会だよりの「追跡！一般質問のその後」は継続したが、別手法・手
段の具体的な検討には至らなかった。「議会モニター制度の機能拡

充」と「町民との意見交換会の改善」に関しては、新たな手法を導入
するなど、一定の工夫を行った。 
Ｒ２年度に実施する住民評価（アンケート）から得られる結果から、よ
り良い手段を検討していく。 

３．情報提供と

説明の充実 

 

［未達成：継続］ 

①「７．外部評価手法の確立」と連動し、評価を通じて議会活動の情報公

開と住民との共有を行う。 
②「６．町民との意見交換会の改善」と連動し、多様な住民参加の促進を
通じて議会活動の情報公開と住民との共有を行う。 

☞①外部評価手法（無作為抽出・アンケート）の実施に向けた検討、
PTA との意見交換の意見に対する回答・報告方法の改善検討、意見
に対する常任委員会内での対応協議を行い、年度内にまとめて各
PTA に回答を送付した。②情報提供手法・手段に絞り込んだ詳細な

議論には至らなかった。 
Ｒ２年度に実施する住民評価（アンケート）結果をもとに、情報提供手
法・手段の具体的な検討を行う。 

４．ＩＣＴの継続

的な活用 

 

［概ね達成：継続］ 

・議会ホームページ強化に向けた検討を行う。 

☞R1 年度は、現行の議会ＨＰの課題調査を行い、結果として、現行の
単独運用の将来性とコスト面で、町ＨＰ同様のクラウドへの移行がＣ
ＭＳシステムの活用、運用コスト面で有利との判断をした。 
Ｒ２年度には、Ｒ３年度予算措置に向けて、議員及び議会モニターアン
ケートによる現行ＨＰの改善点の整理、ＣＭＳ移行ページ確定等を行
う。 

５．議会モニター

制度の機能拡

充 

 

［概ね達成：継続］ 

①モニター公募方法の改善（無作為抽出など）を検討し、試行する。 
②モニター会議の開催手法（テーマ設定、ファシリテータの設置等）の改
善を検討する。 

☞①住民アンケートの実施に向けた検討の中で、併せて、議会に関心を
持つ人に「モニター候補」として手を挙げてもらうための「無策抽出」

によるモニター選考方法を検討し、実施準備を行った。 
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②第１回モニター会議で出された意見を分類し、その中から第２回会
議テーマとするもの数点を抽出。第２回会議では、モニター自身が関
心のある事項を議論のテーマとして開催した。 
Ｒ２年度実施予定の第３回会議では、第２回会議で議論テーマとして
事項に対する委員会の調査経過・結果を報告する。 
次年度の会議進行、テーマのあり方などは、モニターの意見を参考と
して改善に繋げていく。 

６．町民との意

見交換会の改

善 

 

［未達成：継続］ 

・真の情報共有化を進め住民参加を促進することを目的として、これまで
実施してきた住民参加手法の検証と新たな手法の検討を行う。 

☞PTA との意見交換の実施にあたり、意見集約、課題抽出から常任委

員会での議論へ繋げ、意見に対する回答としてまとめた。また、第１
回モニター会議で出された意見を分類し、その中から第２回会議テー
マとするもの数点を抽出。第２回会議では、モニター自身が関心のあ
る事項を議論のテーマとして開催した。 
R2 年度では、町民意見の背景にある課題を細分化し、課題のポイン
トを明確化していく。また、住民評価の結果から、より良い意見交換
の姿、あり方を協議していく。 

７．外部評価手

法の確立 

 

［概ね達成：継続］ 

・住民から見える「議会活動の評価」手法を確立し、今年度の議会活動実
績評価からの試行を目指す。 

☞住民評価の検討の中で、R1年度は「議会の活動全般に関する認識度
を高める」「議会に関心を持つ町民層を増やす」の２点を目的に、「ア

ンケート方式」の評価手法について中心的に検討した。  
結果として、町民 700 人を対象とした無作為抽出によるアンケート
を、４月から５月にかけて実施し、アンケート結果は、次年度の議会活
性化計画の議論に反映する。 

８．議会白書作成

ルールの策定 

 

［目標達成：完了］ 

・議会基本条例第１０条第４項の規定に基づき、議会白書策定のルールを
定める。 

☞現行の議会白書の構成を基本として、他自治体議会の事例を参考に
し、要領案を検討、決定した。 

９．議会活性化・

政策形成のあ

り方検討 

 

［目標達成：継続］ 

・議会の取組みの「見える化」を図るため、各委員会の政策課題を一元的
にマネジメントする手段を検討・確立する。 

☞従来の議会活動を振り返り、通年議会の利点を活かし住民と成果を
共有するための議会活性化・政策形成のあり方を検討し、「あるべき
姿から解決策へ」と導く「バックキャスティング」の考え方による『議
会実行計画』と、政策課題・活性化策の見える化を目的とした『進捗
工程表』を作成した。 

10．クールビズ

の期間拡張の

検討 

 

［目標達成：完了］ 

・近年の気候変動等による執務環境の変化に対し、環境改善方策として、
クールビズ期間の拡張について検討する。 

☞町が当面、試行として行う「軽装推奨月間（５月・１０月）」の動向、新庁
舎移転後の執務環境の変化（執務環境の集約化、空調の改善など）を
考慮し、当面はクールビズの拡張を行わず、町の「軽装推奨」に合わ
せていくこととした。 
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議会政策形成サイクル等の取組内容・状況 

 

総務経済常任委員会  
 

 

①町内における人手不足の状況と対策 

・本町では、高齢者増加の一方で若年層減による労働力不足が予想される。現状

と今後の支援の在り方や具体的支援に関する R1年度調査研究を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［Ｒ元年度評価］⇒ 未達成：継続 

進捗状況 商工会、農協（労働支援課）、町（東工業団地関係）と意見交換・勉強会を通じ、

町内企業等の労働不足実態把握を行った。 

備考 次年度は、Ｒ元年度に得た情報から、委員会としての課題解決（案）をまとめ、

政策討論会を経て議会としての政策案を整理する。 

町の関係事業を調査（事業評価・実行計画）し、政策案をもとに、政策提言に

繋げていく。 

 

 

 

  

【現状】 

○農業だけでなく、製造業、飲食業、福祉関係に

おいても人材不足である。 

○今後さらに労働力不足が懸念される。 

【目指す姿（目標）】 

●少子高齢化の進展があっても町内労働力不

足を招かない 

【課題・政策】 

 農業、製造業、町内事業者の現状把握 

 労働力不足解消につながる政策の洗い出し 



10 

 

厚生文教常任委員会  
厚生文教常任委員会委員長 立川 美穂 

 

①公立芽室病院の地域における役割の明確化 

・全国的な医師不足や患者数の減少により医療提供体制の維持が極めて厳しい状

況下で、持続可能な病院経営を目指すために、果たすべき今後の役割を明確に

し、町民にとって真に必要な病院となるための課題調査を行う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［Ｒ元年度評価］⇒ 概ね達成：完了 

進捗状況 先進地事例調査を行い、公民一丸となった経営改革・休床した病棟の活用事例

から公立病院の地域における役割の明確化議論に繋げた 

備考 公立芽室病院は病床の機能変更や、急性期の標榜を返上するなど地域に求めら

れる役割を果たすための取り組みに着手してきたことがこれまでの調査によ

って明らかになっている。アドバイザーやコンサルの導入など、先進事例や外

部からの専門的知見を活用しながら改革推進に取り組んでいる。また、地域巡

回により住民との対話の場を持つなど、住民理解を得るための取り組みもおこ

なわれており、委員会が課題として掲げ調査に臨んできたことが今年度の病院

の取り組みに反映されていると認められる。また、一般会計からの繰り入れに

より、複数年に渡っていた資金不足も解消されつつある。 

令和元年度においては特に提言すべき内容はないと考え、令和２年度は抽出事

項としての調査を継続する必要はないと判断するが、引き続き四半期ごとの経

営状況についての報告を求め、3 次改定された公立芽室病院新・改革プランな

らびに令和 2年度アクションプランの進捗状況について調査を実施していくこ

ととする。 

 

  

【現状】 

○医療提供体制維持が困難 

○複数年に渡る資金不足などの経営状況 

【目指す姿（目標）】 

●地域の将来を見据え、町民にとって必要な医

療を提供できる病院 

●持続可能な経営 

【課題・政策】 

 町民への徹底した情報提供と理解を得るための取り組み 
 院内・庁内での情報共有 
 患者確保策（送迎バス・診療科の維持確保） 
 医療スタッフ確保策 
 空き病棟の利活用法 
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②地域の特色を活かしたコミュニティスクール 

・地域の教育力を活かした学校づくりとともに、地域の特色を活かした子どもの活

動拠点づくりの推進に向けた調査・提言を行う。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［Ｒ元年度評価］⇒ 未達成：継続 

進捗状況 先進地事例調査を行い、地域住民の協力が得やすい環境整備、地域と学校を

つなぐコーディネーターの存在が必要不可欠と確認した。 

備考 教育委員会は「地域学校協働本部」等の整備をおこない、町民活動支援セ

ンターの協力を得ながら各団体との意見交換会をおこない、地域おこし協力

隊員の雇用、中学校区ごとのコーディネーター配置など、CS推進に必要な体

制整備を進め、令和 2年度からの本格的活動開始に備えてきた。しかし本年

2 月以降、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、会議の開催や学校との協議

が進まない状況にある。体制が整備できたとしても、それを運営していくた

めの地域などの理解や協力、芽室町に根付いた活動になるかなど、その中身

が重要である。 

令和 2年度からは、芽室町ジモト大学事業推進など関係する事業も進めら

れることから、当委員会としては、引き続き本事業を注視していく必要があ

ると考え、令和 2年度も抽出事業として継続調査を行うこととする。 

 
 
 

【現状】 

○町が描こうとしている CSのビジョンが不明 

○各地域における仕組みが確立されていない 

【課題・政策】 

 町民の理解と協力を得るための広報手段 

 誰もが参加しやすいボランティアの仕組みづくり 

 行政が描くビジョンとそれを実現するための強力なイニシアティブ 

【目指す姿（目標）】 

●地域が全体で子どもを育む体制の構築 
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令和元年度第 1回議会モニター会議 
意見交換会の概要 

 

令和元年 8月 6日（火曜） 18時 30分～20時 30分  

                     役場本庁舎３階議事堂 

 

■出席：畠山大輔、嶋野丈治、島部弘子、石田幸治、福田清貴、篠原
淳一、雨山理恵、太田 貢、長﨑義和、鈴木美幸、中田照子、渡辺
洋志、大谷留美子、鈴木 賢(14 人)、議員(16 人) 

 

・辞令交付・自己紹介の後、梶澤議会運営委員長からモニター制度、本日のモニター

会議テーマについて説明。特に質疑なく、意見交換に入る。最後に出された意見を、

全体で共有して終了。 

 

 
意見交換テーマ： 
「私が考える芽室町」 ～「まち・くらし」〇〇だったらいいなぁ～ 
 
▼第１回モニター会議意見リスト 

区分１ 区分２ 意見 

教育 教育環境整備 小中学校の教室にエアコンを設置する。 

経済的支援 高校授業料や生活費の補助があったらよい。 

学校給食費は無償にする。 

食農教育 町内すべての小学校の４年生を対象に種まき、収穫、調理という一連の流

れを体験できる体制をつくる。 

不登校支援 不登校をしている子どもの支援を充実する。 

暮らし コミュニティ 10年たってもご近所づきあいのある元気な町内会が存在する町 

帯広のベッドタウンとして、子育てのしやすい町、育児サークルの充実、公

園の整備、コミュニティの充実 

芽室では公園で遊んでいる子がいない。どうしてだろうか。どこで過ごして

いるのか。 

夏休み中のラジオ体操を中止・廃止した町内会が沢山ある。地域と子ども

の関わりが希薄になっている。(ならざるを得ない) 

地域のつながりが強く、花火や行事などみんなで考えて作り上げている。

良いところだと思うので伸ばしていけたらいいと思う。 

生活環境整備 ゴミの分別が多くてびっくり。（他自治体から転入してきて驚いた） 

災害に強いまち。西地区の水害が心配 
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防災 災害に強いまち、洪水が予防できる町、浸水区域に住む住民が安心できる

町 

交通 地域公共交通 免許のない人（子ども、高校生、高齢者、免許返納者など）のために交通の

便をよくしてほしい。 

乗り合いタクシーが必要だ。 

家族で送り迎えはできるが、農繁期だけは家族以外の移動手段があれば

よい。 

困っている人がどれだけいるのか、きちんと調査をする必要がある。 

じゃがバスの運行時間と使いたいと思う時間が合わず使いづらい。 

運転免許がなくても暮らせる公共交通の整備、コミバスの充実 

なぜ、じゃがバスを利用する人が少ないのか（分析してはどうか） 

町外の病院に通うための交通費の助成 

買い物や通勤に便利な帯広市を住まいとして選択する若年世代多いので

は？ここを解消すると移住定住促進につながるのではないか 

仕事をしていると子どもの少年団活動のサポートが出来ない。練習会場へ

の移動も課題の一つだ。 

帯広までの交通機関がもっと充実していたらいいと思う。JRなどもう少し時

間帯に幅があると便利。 

道路環境 東めむろに住む子どもたちが利用する大成橋にガードレールをつける。通

行する車のスピードが気になるし、近年歩道を歩いている子どもに車が突

っ込む事故が起きており安全対策が必要だ。 

デコボコのある道をトラックで走ると非常に危険である。基幹産業が農業だ

というのなら道路整備をする。 

中央分離帯に乗り上げる事故が多い。（東芽室ローソン交差点、平和園の

交差点など） 分離帯を短くしたりすることで右左折しやすくなるのでは。 

アンダーパスの南側の５差路がわかりにくい。（色を付ける、看板をわかり

やすくするなど視覚的な工夫が必要では） 

２線通の大成橋付近の道道は通学路でもあり、車の速度も速いので危険

を感じる。ガードレールなどを設ける必要があるのでは。 

免許返納者対

策 

免許返納者対策を充実する。 

運転免許返納後の支援を知らない町民多い 

高齢者が相手の交通事故に家族が遭遇した。踏み間違い防止装置設置補

助制度が必要ではないか 

子育て 出産 出産費用が 40〜50万円かかるが、国保の出産一時金（42万円）では不足

する。出産費用は満額にしてほしい。 

不妊治療 

商工業

振興 

労働環境 東工業団地に食事ができる場所がない。 

東工業団地に会社がたくさんあるが、昼ご飯を食べるところがない。飲食店

の立地に関して制限があるのだろうか？ 

スポー

ツ 

環境整備 気軽に運動を体験できるスポーツ教室がないだろうか。運動不足の子ども

が多い。逆上がりができる子が少ない。外部講師などで対応出来ないか

（学校の先生では対応しきれない） 
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新しい総合体育館をつくり、プロの大会観戦できるようにする 

プロによるスポーツイベント、吹奏楽のクリニック、マラソン大会（ユニークな

大会）、マスコミを呼び込める様なイベント企画で町の活性化につなげる。 

都市環

境 

通信 農村地区は光回線がなく、いまだに ADSLである。農業においてもネット通

信を利用する機会が増えており、改善を望む。 

GPSなどを活用したこれからの ICT農業のためにも、農村部のネット環境

の整備は重要だと思う。 （上美生に移住する人も多いがネット環境が悪く

て自宅で仕事ができない。市街地から上美生までの間をモデル地区として

整備しては） 

公園 トイレの一部は洋式だが、すべてのトイレを洋式化してほしい。公園は子ど

もが多く訪れる場所である。子どもは和式トイレに慣れておらず、用を足せ

ない子どももいる。さまざまなイベントが開催されているが、トイレの整備も

併せて進めてほしい。 

芽室公園に道の駅を整備して、町の特産品の PRを行う。 

ドッグランを整備する。 

公園の遊具が使えない（更新の為使用禁止になったまま）、使いにくい、楽

しくない。 

町外の公園に遊びに行くと、同じ町内の知り合いに遭遇することがある。芽

室町内には楽しめる公園がない。子どもが楽しめる施設が、嵐山や芽室公

園にあればよい 

子ども向けの遊具などを充実させた公園があるとよい。 

芽室公園はあんなに芝生が広いのに犬の散歩ができない。犬の散歩で芝

生を歩かせたい。 

中心市街地 中心部の駐車場がない。 

新しく整備するのではなく信金の駐車場を使わせてもらう。 

中心市街地を活性化するための補助・誘致策 

シャッター街のシャッターを開ける為に、商業者以外の移住も考えたらどう

か 

町の中が空洞化しない為には住民が魅力ある店舗や住宅が必要 

街中の駐車場が足りない（特に駅前通り） 

芽室はコンパクトで住みやすい。食料品以外の商店がもっと充実したらい

いと思う。 

福祉 介護 高齢の父がひとり暮らしになって介護度が下がった。どのように認定されて

いるのか、わからない。 

（答）介護認定を受けるにはかかりつけ医の意見書やケアマネの意見、本

人の聞き取りなどから資料を作成し、介護認定審査会において判定する。

当事者本人は普段できないことも「できる」と言ってしまう傾向がある。判定

に不服があれば地域包括支援センターに連絡すれば相談に乗ってくれる。 

親の介護が心配⇒生まれたところで、看取りたい。祖父が孫の面倒を見

る。子どもは働く。昔は、一つの家庭で完結できた。今は核家族化。介護施

設の充実。 

雇用 働き手がいない現実⇒既存の考え方を変えて、高齢者の働く場所を確保。 
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地域 

コミュニティ 

高齢者福祉のこと。独居の方々は寂しそう⇒昔は、近所の方々との距離が

近かった。個人情報に過敏になっている。（町内会） 

○地域、近所の助け合いの充実。 

観光 観光振興 芽室の観光整備⇒どんなスタイル、どんな人に来てほしいのか、という議

論。 

自分が芽室に来るとしたら⇒どのように来て、どこに泊まって、どこで何を

食べるかというシュミレーションが必要。 

泊るところが少ない。嵐山は温泉ではない⇒帯広に泊まる。 

嵐山以外の観光⇒芽室遺産である場所の説明が不足。 

季節限定でも体験型観光を（安い体験型観光）⇒乗馬、農業体験（いも堀

り）。 

ゲートボールを発祥の地として観光にむすびつける⇒何が楽しいのか。

（魅力） 

○体験型観光の創出。 

道の駅をつくり集客を図る 

芽室はそもそも観光のイメージがあまりない。 

観光客向けにも Wifiは必須。 

新嵐山  観光客が「十勝の景色を見たい」という目的をもって芽室町に来てもらえる

よう、展望台や施設の整備をする。 

新嵐山は観光資源としては優良だ。資源を最大限活用できる再開発を期

待する。 

ドッグランを作る。 

嵐山の環境、オートキャンプ場の整備⇒町外の方々のいい施設だったとい

う声。 

新嵐山をもっと活用して人を呼び寄せられるようにしてはどうか。 

新嵐山の再開発（ドッグラン、滞在型観光の拠点） 

農業 雇用 働き手不足⇒規模の拡大、ステップアップは難しい。募集しているが他の

産業へ、基幹産業農業プラス他の仕事が必要。 

通年雇用ではない⇒４月から１０月程度の雇用。（嵐山の例）育成牧場とス

キー場に通年勤務 

自動運転化。楽になる、便利になることと収益性はイコールではない。 

○農業だけではなく、他の分野でも労働者問題を解決。 

病院 施設整備 公立病院の入院環境をよくしてほしい(テレビや冷蔵庫の定額化をしてほし

い) 

診療科 西部４町で経費を分担し公立芽室病院の産科を復活させる。 

午後は休診している科もあるが、内科は午後も診療してほしい。 
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令和元年度第２回議会モニター会議 
意見交換会の概要 

 

令和元年 11月 26日（火曜） 19時～21時 

                     芽室町中央公民館 ２階講堂 

 

■出席：土井槙悟、渡邊しのぶ、嶋野丈治、島部弘子、福田清貴、 
篠原淳一、雨山理恵、長﨑義和、鈴木美幸、中田照子 （10 人) 
議員(16 人) 

 

・各常任委員会では、第１回目で出された意見を区分し、議員間討議を経て、その中

から４点を議論テーマとしてピックアップした。第２回会議では、冒頭に、両委員会

からテーマのポイントについて説明した後、各モニターには、それらテーマから興

味・関心のあるテーマを選んでいただき、議論テーブルに着いていただいた。 

 
 
総務経済常任委員会  
 
(1) 町内会は「行政の下請け」なのか？（Ａグループ） 
➊テーマを選んだ問題意識の共有 
○町内会の必要性 

・面倒だけど必要な団体である。 

・コミュニティづくりに必要である。 

・美化、防犯など町内会に入っている人たちのおかげである。 

・一定の区域に居住するには、地域の人との関わりは大事である。 

・町内会の必要性が分かりにくい。 

・ただの連絡網（回覧する）としての機能。 

 

○加入率の低下、役員のなり手が不足の問題 

・町内会の加入率の問題は、入会してもメリットがないという問題もある。 

・実際に退会会員が年々増加しており、心配している。 

・魅力ある町内会をいかに作るか、役員は苦労しており大変である。 

 

○町内会について思うこと 

・町内会の運営は、行政の資金的応援が必要である。 

・防災など、どこまで関わるのか。 
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・花壇の造成は、参加者が少ないが楽しい。 

・行事に参加している会員の笑顔が最高である。 

・総会など高齢者の方々の参加が多く、若い人の参加が少ない。 

・公園清掃、道路清掃などへの参加は億劫である。 

・懇親会など参加しても興味の違いからか楽しくない。 

・共助の意識づくりが必要である。 

・町が大変きれいだと思う。 

・正直、人付き合いが苦手なので町内会行事に参加しにくい。 

・町内会は少ない人数（単位）が望ましい。 

 

❷テーマに関する現状の認識 
○独身、借家住まいの人たちがなかなか町内会に入らない現状がある。 

（連合会はめむろ住宅情報協会と連携協定を結び取り組みを進めている。） 

・町内会は任意団体なので入る、入らないは自由である。入らない自由も尊重さ

れるべきである。 

 

○魅力ある町内会づくりのために 

・楽しい行事や町内会加入のメリットを明確にし、魅力ある町内会づくりを自分た

ちでしていく必要がある。 

・町の支援をさらに充実させていく必要がある。 

・請け負っている事業の推進、文書管理などで、本来町内会がやるべきコミュニ

ティづくりができないのではないか。 

 

❸テーマに関するありたい姿 
○どんな町内会づくりを進めていくか 

・町内会加入のメリットを伝える。 

・チラシを作成する。 

・５０世帯位の町内会が理想である。 

・顔の見える関係をいかに作っていくかが必要であり、災害時にも大変役に立つ

のではないか。（班ごとで居酒屋）（男の料理教室の開催） 

 

❹ありたい姿実現の為に取り組まなければならないこと 
○行政の下請けではない 

・町内会は、行政の下請けではない。自分たちの住んでいる地域は自分たちで良

くしていこうという意識が必要である。 

・やらされてる感から主体的に関わることが必要である 
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総務経済常任委員会の調査・協議の見解 

 

■委員会の取組み 

◎ 第２回モニター会議の委員共有 

町内会の必要性 → ・地域コミュニティとしての役割  

・災害など町内会単位での役割の重要性 

町内会の課題 →  ・会員の加入率の減少 

・地域のコミュニティの希薄化 

・役員のなり手不足 

町内会は、行政の下請けの関係ではなく自分たちの地域は自分たちで守り、

主体的に関わっていくという意識づくりの必要性を確認しました。 

 

◎12月定例会議振り返りから（Ｒ2.1.10 ミーティング／町内会活動支援） 

  論点整理  → ・町内会は行政からの依頼にもとづく委員等の推薦や調整事務

等を担っている 

・町内会に代わる団体はない 

・現状の経済支援だけでは不十分 

・町内会の課題は町内会だけに任せておいても解決しない 

・地域担当職員制度が機能しているのか、疑問である 

今後の町内会活動支援について調査を行う。 

 

◎ 第 20回委員会調査（Ｒ2.2.20／町内会の活性化について） 

 ・地域担当職員制度、市街地町内会連合会との連携 

 ・町内会活動等の活性化(町民対話)を目的にした新・地域担当職員制度 

 

■委員会の見解 

昨年、町と連携協定を締結した市街地町内会連合会との意見交換会を行いまし

た。町内会会員の減少、町内会活性化のための経済的援助、役場内の事務所スペ

ースの設置、そしてゆるやかな関係、近すぎない距離感のある町内会づくりなどの

課題提起がありました。 

 町内会の現状は年々変化しており、災害など町内会の存在は大変重要です。今

後も町の事業等との整合性が図られているか注視していきます。 

 

■町の取組み 

◎市街地町内会連合会との連携協定締結（Ｒ1.6.25） 

◎地域担当職員の町内会加入ＰＲ活動 

◎新・地域担当職員制度 
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(2)  芽室町の観光って、なに？（Ｂグループ） 
 
➊テーマを選んだ問題意識の共有 
❷テーマに関する現状の認識 
・家族づれが、1日遊べるような場所や環境の整備がされていない。 

・観光地の中心となる核となる場所がなく、滞在できない。 

・観光産業で稼ぐものがない。観光客が、お金を使う事ができない。使う場所が

ない。経済効果が生まれてない。・ 

・新嵐山スカイパークに遊ぶ施設などが足りない。 

・芽室公園は、噴水しかない。いい場所なのに勿体無い。 

・町外者から、町に訪れてきたひとに、紹介できる観光地がない。 

・足寄町や更別村に子供連れて遊びに行く。 

・観光の素材はいい物があるが、どれも中途半端な形になっている。芽室遺産・

サイクリング・農作物など 

 

❸テーマに関するありたい姿 
・自然を壊さず、予算が少ないことから少しずつ整備していく。 

・農作物の生育を体験してもらう。農業体験。 

・町や商工会が、観光について、考えていない。 

・各分野が、バラバラに動いていて、横のつながりが、ない。観光について、リーダ

ーになる人がいない。 

・行政が観光による事業に力を入れなくてもいいと思っている。行政が力を入れ

ないのであれば、観光は、成り行きでいい。 

・近隣市町村には、観光地がいっぱいあるのだから、新嵐山スカイパークと、芽室

公園を整備して、連携したい。 

・新嵐山と芽室公園は、町が管理しているので観光の舵取り役は行政が進めて

行くべき。 

・資源はあるのに使いこなせていない。近隣地域からも訪れてくれるぐらいの公

園にしたい。 

・高規格道路のサービスエリアや、インターチェンジなどもいい観光資源である。 

 

❹ありたい姿実現の為に取り組まなければならないこと 
・観光に携わる個人及び団体が集まって NＰＯ法人を作り、観光産業・事業を発

展させていく方法もある。 

・実現できれば素晴らしいですが、立ち上がりに時間が掛かるのと、リーダーにな

る人がいないと、思う。 
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・地域おこし協力隊を活用して、商工観光課に観光のプロフェッショナルな人材

を、入れて改革を進める。 

・議会視察など、町を訪れてくれる町外者に、観光のお勧めのモデルコースが、整

っていない。 

・「裸みこし」のような、全国的な集客力のあるイベントを考える。 

・新嵐山や、芽室公園に子供と家族づれが、楽しめる場所にして、町民の憩いの

場にする。 

・新嵐山スカイパーク・芽室公園・愛菜屋など今ある施設を経済効果が生まれ、

家族で楽しめる場所に、少しずつ拡大していく。小さな事から確実に。 

・町の観光に対する方向性が見えない。観光政策で住み心地のいい町にしたい

のか？インバウンドを増やしたいのか？コンセプトがはっきりさせる事が重要

である。 

・町民が、観光しやすい、紹介しやすい、そしてなにより町民が住みやすい観光の

町にしたい。 

・現実的な事で町内各所に立っている町関係の看板サインも見直して、きれいな

看板を整備し、町や観光地に誘導 

 する看板も必要です。足元から綺麗にします。 

・観光地が町の憩いの場になれば、地域内・地域外からも観光に訪れ、経済効果

が生まれ、地域内経済循環の活性化が始まる。 

・町は、観光に対する一貫とした考え方を持つ事が重要。住んでよし 訪れてよし 

自慢できる町にしたい。 
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総務経済常任委員会の調査・協議の見解 

 

■委員会の取組み 

◎ 第２回モニター会議の委員共有 

芽室町の観光の問題点は、 

・人が多く来るが、観光地としてみなされていない。 

・経済効果が生まれず稼ぐことができない。 

・観光産業で稼ぐ体制を整えることが急務である。 

芽室町の観光資源は 

・新嵐山スカイパーク ・芽室公園 ・６つの芽室遺産 ・愛菜屋 

・良質な地元の農畜産物   ・素晴らしい景色 ・ゲートボール発祥の地 

  芽室町の体験型観光には 

・民泊体験 ・農業体験 ・サイクルツーリズムなど 

素材的にいい物がたくさんあるが、取り組みが中途半端である。 

→観光資源・体験型観光などは、北海道ならどこの町でも考えている。

町のオリジナリティーが無い事などを確認しました。 

◎ 委員会ミーティングを開催 

・新嵐山スカイパークを町民の憩いの場にする。 

・地域外からも観光客を呼び込む 

・地域への経済効果も期待できる 

→今後の新嵐山スカイパークについて調査を行うことを確認しました。 

◎ 第 19回委員会調査（R2.1.24／新嵐山スカイパーク活用計画案について） 

◎ 第１回委員会調査「R2.5.1／新嵐山スカイパーク活用計画の進捗状況」 

◎ 第２回委員会調査「R2.5.14／新嵐山スカイパーク活用計画の進捗状況」 

 

■委員会の見解 

町民や地域住民の事業に対する理解を得るためにも丁寧な情報提供を求めて

いくとともに、予定されている計画内容について今後も委員会調査を実施していき

ます。 

 

■町の取組み 

町は「新嵐山スカイパーク活用計画」にもとづいて既存施設等のリノベーション

が始まります。令和２年度は他の施設整備に先立ってワイナリー建設も計画されて

います。 
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厚生文教常任委員会  
 
(1) 子どもの学びを育む環境づくり（Ｃグループ） 

 

➊テーマを選んだ問題意識の共有 
・脱ゆとりのカリキュラムからくる子どもの多忙感を感じる 

・学力よりも、「生きる術」を身につけさせたい 

・様々な体験を通じた心の豊かさを育みたい 

 

❷テーマに関する現状の認識 
・授業時数は増加傾向。外国語、道徳、プログラミング思考を教科に盛り込むな

ど、学校がすべきことが増えてきている。代わりに、クラブ活動、集会、行事の

準備期間などが短縮されている。授業以外の取り組みを通じ、子どもがその体

験から様々なことを学ぶ機会が削減されている印象がある。 

・芽室町の小学生は、全国平均より学力が低い状況。でも、この結果だけで子ど

もや教員の取り組みを評価してよいのかという疑問はある。（学力全国 1 位の

秋田県は、自殺率も全国 1位という現状をどう分析するのか） 

・参観日の後のクラス懇談に残る親が少ない。もっと親同士が語り合いたいが、

親にも多忙感がある。 

・心身豊かに育てたいと、少年団活動をさせているが、帰宅後も宿題に取り組ま

なくてはならず、時間に追われ、子どもは迎えの車内で夕飯を食べている状況。

本末転倒な感じがしている。 

 

❸テーマに関するありたい姿 
・心が豊かな子ども。それは教科の勉強だけでは育たない。 

・子どもが様々な体験ができる機会の創出。そこに地域もかかわる仕組みづくり。 

・ICT を活用した授業。これからは子どもの学び方が大きく変化してくる。時代に

対応できる子どもを育てる。 

 

❹ありたい姿実現の為に取り組まなければならないこと 
・「家族団欒の日」を設け、ノー宿題、ノー部活、ノー残業の日をつくるなど、全町

一丸となった意識共有。 

・「学力テストの結果を気にしない宣言」をする。学力テストの結果だけで子ども

や学校の評価をしない。将来、自立して社会に出た時に必要なスキルをたくさ

んの体験を通じ学ぶことが大切。 

・時代にマッチした学習環境整備。デジタル教科書とそれに対応できる通信環境

や端末。 
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・小中学校への全学年 30人学級を導入する 

・他自治体では中学 1 年生向けの企業説明会をおこなっていた。こうして地元企

業も子どもたちにかかわることは、子どもが将来のありたい自分像を描くため

の一助になると感じた。 

・芽室の良さを学ぶ CS の仕組みづくり。食農教育をテーマに芽室は取り組んで

いるが、それを支援する農業関係者も人材が足りていない状況。ここの課題

解決策も必要。 

・一自治体だけで完結せずに、十勝全体で取り組まなければならない。 
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厚生文教常任委員会の調査・協議の見解 

 

■委員会の取組み 

・令和元年度は「地域の特色をいかした CS」をテーマに調査に取り組みました。 

12月定例会では 10月におこなった先進事務調査の成果としてCSの推進には 

① 参加しやすいボランティアの仕組み 

② 地域住民の理解を得るための周知広報活動 

③ 地域コーディネーターの存在 

④ 行政のサポート（予算措置、人員確保）が必要であることを報告しました 

 

・1 月 23 日、2 月 17 日に開催した常任委員会にて、CS の進捗状況と児童生徒

一人に一台端末を整備しようとするGIGAスクール構想（国の施策）について調

査を行い、町の考えなどを確認しました。 

 

 

■委員会の見解 

・4月２０日開催の常任委員会にて、令和元年度の委員会総括をおこないました。 

世界的にまん延している新型コロナウイルス感染拡大防止策の影響が本町にも

及ぶ中、令和2年度から実動予定のCS事業推進の見通しが立っていない状況

をふまえ、令和 2 年度も引き続き地域の特色を活かした CS の推進について調

査に取り組みことを確認しました。 

・また、小中学校が長期間休校となった場合でも、オンライン学習によって「学びを

止めない環境整備」の必要性も浮き彫りになりました。 

GIGAスクール構想に即した本町の ICT教育推進にはスピード感を持って対応

できるよう町の動きを注視していきます。 

 

・地域の大人と子どもたちが連携して取り組む「芽室ジモト大学」事業が令和 2 年

度から始まります。 

地域が持つ教育力を子どもたちの学び、育ちにどの様に生かしていくのか、モニ

ター会議で頂いたご意見を参考に、所管事務調査の中でしっかり注視していき

ます。 

 

 

■教育委員会の取組み 

・GIGAスクール構想推進に向けた取り組み 

・3つの中学校区へ CSコーディネーターを一人ずつ配置 

・地域と地元の中高生をつなぐ「芽室ジモト大学事業」の推進 
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(2) 安心して暮らせる地域医療と福祉（Ｄグループ） 
 
➊テーマを選んだ問題意識の共有 
❷テーマに関する現状の認識 
・医師の確保が難しい（町で育てていくという視点も大切では） 

・成功している病院を参考にしては→芽室に合ったやり方を検討 

・以前家族が入院したことがあるが、本人にはやさしいが家族にはきついことも

ある 

・怪我して手術が必要でもすぐにしてくれないことがある→他の病院を受診する

ことにつながり患者が減る 

・特に土日の病院スタッフが不足していると感じることがある 

・再編統合が必要な病院のリストにのったのが残念だった 

・病院の不祥事が残念だった 

・親が市街地で１人暮らしだが施設には入りたくないということで、様々なサービ

スを利用しながら生活している 

・介護認定３だったのが、２→１と下がっている 

・けいせい苑も介護度が足りなくてなかなか入れない 

・配食サービスの器が重たい。 

 

❸テーマに関するありたい姿 
・自宅であれ施設であれ、生まれ育った芽室町で最期を迎えたい 

・身近なところに病院や施設があってほしい 

・子育て支援と同じように高齢者福祉にも手厚くしてほしい 

・医療、介護の人材を確保 

・信頼をどうやって回復させていくか→情報公開 

・患者を断らない病院であってほしい（明るい、きれい、親切） 

 

❹ありたい姿実現の為に取り組まなければならないこと 
・ 

・人材確保策として、医師や看護師、介護職に対する研修制度、奨学金制度の充

実と待遇改善 

・足の確保の課題がある→デマンドや乗り合いの検討 

・必要なところにはしっかりとお金を使ってほしい（病院） 

・病院は町になくてはならない。最期まで芽室町で生活できるシステムの確立 
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厚生文教常任委員会の調査・協議の見解 

 

■委員会の取組み 

・令和元年度は「公立芽室病院の地域における役割の明確化」とテーマに調査を行

ってきました。 

・公立芽室病院が、町民に必要な病院である為の課題として 

①町民への徹底した情報提供と、病院内、庁内での情報共有 

②町民の理解を得るための取り組み 

③患者確保に向けた取り組み（送迎バス、診療科の維持） 

④医師及び看護し等の医療スタッフ確保策 

⑤空き病棟の利活用について検討 

以上 5点を挙げ、先進事務調査、委員会調査、議員間討議などを行ってきました。 

 

・12月定例会では、１０月におこなった先進事務調査の成果として以下の 4点が必

要であると報告しました。 

①病院経営健全化を図るためには「地域に求められる病院」であること 

②病院改革プランを堅実に遂行していくためのデータ分析 

③町民の理解と協力を獲得するための徹底した情報公開と情報共有 

④休床中の 3 階病棟の利活用法は地域包括ケアシスムにおける住まい確保

策など、他の事務事業での活用法も視野に入れて方向性を見出すこと 

・２月４日に開催された厚生文教常任委員会では公立芽室病院が地域の中で果た

すべき役割として、「少子高齢化」を見据えた町民ニーズに応えるべく、空き病棟

となっている３階病棟を「療養病棟」へと機能変更してくことが町側から報告され

ました。 

 

■委員会の見解 

・厚生文教常任委員会では、昨年度、委員会が調査してきた課題については町との

共通認識が持て、またその課題解決に向けた取り組みが進んでいることを、４月

２０日に開催された厚生文教常任委員会にて令和元年度の委員会総括として確

認しました。 

しかしながら、５月１２日開催の委員会にて、コロナウイルス感染拡大の危機に備

えるために６月からの療養病棟移行は秋以降に遅らせるとの報告がありました。 

モニター会議で頂いたご意見を参考に、引き続き社会情勢の変化に応じながら、

地域に必要な医療確保策についての調査をおこなっていきます。 
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■町の取組み 

・「急性期」からの転換（慢性期、回復期、療養型病床） 

・複数年続いた資金不足を解消するための一般会計からの繰り入れ 

・新しい病院改革プラン策定（R2～）、※アクションプラン１０策定（R2～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※令和２年度アクションプラン１０ 

１、 院内体制の確立（新理念方針と各科連動） 

２、 回復・慢性期の機能強化 

３、 目標管理制度（ゴールチェック）の導入（全科） 

４、 住民向け企画事業の強化・実行（語ろう会・講座・病院まつりなど） 

５、 在宅療養支援の強化 

６、 医療・介護の連携 

７、 科間・科内の対話の推進（情報共有化） 

８、 公共等総合管理計画の推進 

９、 医療スタッフの確保・育成の強化 

１０、運営改正の検討（公営企業法） 
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令和元年度第３回議会モニター会議 
「集まらない会議」からの意見概要 

 

令和２年５月 25日～６月８日 

総務経済常任委員会  
 
(1) 町内会は「行政の下請け」なのか？（Ａグループ） 
 

例えば、私の町内会では、ふれあい昼食会という高齢者のみ参加できる昼食

会がありますが、元々は町の敬老会が始まりで、敬老会の人数が多くなり、芽室

町で掌握できなくなったので町内会に予算配分して、町内会主導で始まったの

がふれあい昼食会と聞いています。最初は芽室町で全額負担していたのですが

年々補助金が少なくなり今では２分の一町内会で負担するようになってます。高

齢化が進むのに予算は減らされていきます。このように町に都合が悪いものは町

内会に依存している感じがします。 

 

町内会の面倒は会費の集金、回覧の連絡など、留守の家が多いと何度も足を

運ばなくてはいけない面倒さがあるとこぼす人が多い。町内会の人達との関わり

は必要だし大事な事はだれしも思っている。と思います。さらっとした付き合い方

が大事なのでは。行事が多いとやらされてる感はあるかもしれない。 

 

どの町内会、行政区でも、強制加入ができないのなら任意で加入している人

だけで活動するしかないと思います。しかし、加入努力はしていかないとだめだと

思います。やはり、人を引っ張れるリーダー的な人がいるとうまくいくと思います。 

 

行政では目と手の届かないところを町内会が協力すべきである。が最近は、本

当に加入する方が減りやめる方も多い。入るメリットがないと感じているらしい。 

 

若い人が町内会に関心を持てるような発信があれば。 

 

町内会に入る事によるメリットが見られないのが現状。各町内会に対して

町からの指導をしっかり進めていかなければ変わらないと思う。 

 

農村と市街では意識や問題点が違う気がする。若い頃からこういう

ものだとのすり込みがあるのであまり考えたことがない。 
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(2)  芽室町の観光って、なに？（Ｂグループ） 
 

キャンプ場の整備は賛成です。正直芽室遺産をアピールしたところで、それ

だけで町外から人を呼ぶのは難しい。芽室Ｂ級グルメ大会やキッチンカーのイ

ベントなどは集客力があると思います。芽室遺産はパンフにのせるアイテムとし

てはＯＫ。芽室は公園が広い所が多いので、各公園に番号付でアスレチックを

作り、全公園をコンプリートする地図を発売してはどうか？町内の全公園に何

個かずつ、アスレチックを作り地図に町内の飲食店の割引券もつける。アスレ

チック地図はキャンプ場や物産センターなどで２００円程度でパンフレット型で

販売する。全公園内にある動物の看板などを見てパンフレットに全て記入した

ら町内飲食店でジュース 1杯サービスなど。 

 

やっぱり新嵐山スカイパークを活用してほしい。素晴らしい景色がある。四季

の色を持っている。あの景色には癒し感があります。難問はあると思いますが。 

 

岐阜の道の駅や物産館を見て来たのですが、敷地や駐車場も広くトイレもきれ

いで農業、商業、工業が力を合わせて人が集まる場所を作っていました。子供が

遊べる場所もあって、こんな所が芽室にもあったらいいなと思っていました。 

 

産業観光まつり等、イベントを増やす｡おすすめできるスポット(他市町村に)が

ないのでむずかしいと思う｡ 

 

観光って考えるのなら、国道３８号、高速道路の通行者の足をとめる事

を考えるのが良い（道の駅） 

 

芽室公園をもっと活用するべきだと思います。誰がどう見ても街の中心で入口に

ある芽室公園に更別や足寄のような遊具があれば、必ず、親子づれは祖父母と遊

びに来て街でご飯を食べたり、買い物をしてお金を落としていってくれると思いま

す。いつまでも街から離れた嵐山を観光地として考えるのはやめて欲しいです。町

民ですら行かない場所をどうして他の人にアピールするのか全くわかりません。 

 

外部のコンサルを入れた上で、民間による運営企画をしなければ大きく変

わる事が出来ないと思う。やはり子供が集まるような環境作りが必要。 

 

芽室町が観光地として成り立っているわけではない。ただ、芽室公園はいいと

ころにあるのでもっと生かしてほしい。 
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厚生文教常任委員会  
 
(1) 子どもの学びを育む環境づくり（Ｃグループ） 
 
小学校、中学校共に区域割の見直しを行った方がよい。芽室中、芽室小ともにマ

ンモス校なのに芽室南小西小芽室西中なんかは本年 1 くらすのみ、ありえない。本

通りで区切っている為国道近くに住んでいる小学校 1 年生の子も遠い距離を歩い

て行かなくてはいけない。だんぜん芽室小より西小の方が近い。東芽室に住宅が

増えて昔と状況が変わっているので区域割の見直しは行うべき。 

 

新型コロナウィルスの影響は多大に受けている子供達。何をどうして過ごして

いるのだろうか。地域の大人と子供達の行事があっても良いのではないでしょう

か。行事で学ぶ事はあると思います。 

 

・３０人以下学級を是非実現していただきたい 

・支援学級児童を含む３０人以下 

（在籍がちがっても実際は教室で一緒に活動することも多く、通常学級の

生徒が３５人以下でも支援の生徒も一緒になると３５人をこえている。） 

 

・子供１人に１台タブレットを配布する時代だと思います。 

・それを使いこなせる先生も必要です。 

 

保育所→学校→学童→少年団と小さな頃から家庭より外で過ごすことが多い

今の子供｡家族を愛し家庭を大事にする大人になれるのでしょうか？家での学び

も大切だと思います｡ 

 

学力が全てではない・地域性を生かしのびのびと成長できるのが良い 

 

 

他の自治体で成功している例を元にまねる形で進めていきながら新しい事を

少しずつ導入していけば良いと思う。 

 

豊かな心とは何ですか？このテーマについて考えている私達の心は豊か

ですか？又は、そのように育ってきましたか？ 
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(2) 安心して暮らせる地域医療と福祉（Ｄグループ） 
 
 
経営を民間に変えてはどうか？ 

 

 

芽室は福祉に力を入れている方だとは思いますが、仕事をしながら介護

をしている人も少なくはないと思います。病院の空き室を使った介護施設な

ど受け入れ場所を増やして欲しいです。 

 

 

高齢者の福祉充実が大切 

 

 

医療・介護については今後最も重要な問題になると思う 

 

 

公立病院の改革をまず進めていき、これを中心に地域医療の充実を進め

ていったら良いと思う。 
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「集まらない会議」からの意見に 
議会からの見解 

 

 

総務経済常任委員会  
 
(1) 町内会は「行政の下請け」なのか？（Ａグループ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  芽室町の観光って、なに？（Ｂグループ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

町内会活動は地域に根ざした活動であり、災害などいざという時

にはなくてはならない存在です。 

町内会活動を支える自治振興活動報償費は、町内会規模に応じた

公平な配分が課題となっており、来年度にむけて町は報償費の見直

しを進めています。委員会としても引き続き調査を実施していきま

す。 

新嵐山や芽室公園が、町民の家族がみんなで楽しめる場所になり、

町民の憩いの場になれば、地域外からも人が訪れて、地域内経済効

果が生まれます。観光に対しての取り組む上で重要なのは、芽室町の

観光に対する一貫した考え方・ぶれない考えを持つことです。頂いた

ご意見については今後の委員会調査の参考にさせていただきます。 
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厚生文教常任委員会  
 

(1) 子どもの学びを育む環境づくり（Ｃグループ） 

  

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う長期間の休校措置のた

め、今年度から本格的にスタートする予定だったコミュニティースク

ールの取り組みは予定より遅れますが、子どもたちの学びや育ちを

支える地域との協力体制はこうした状況だからこそ必要だと考えま

す。 

令和２年度も引き続き「地域の特色を生かしたコミュニティスクー

ル」を抽出事項に取り上げ、調査に取り組みます。 

生産者と協働で進める食農教育では感染リスク軽減のため生産現

場（圃場など）に子どもたちが出向くことはできませんが、教育委員

会からは、「めむろまるごと給食を実施する中で生産者さんたちとの

交流機会を設ける」と委員会での説明がありました。 

さらに、国は急ピッチで一人一台端末整備の「G I G Aスクール構

想」推進を各自治体に求め、本町においても「学校が休みになっても

子どもの学びをとめない」体制構築を進めていますので、こちらも引

き続き国の動向なども踏まえ、I C Tを活用した学びを推進する体

制整備への調査を行なっていきます。 
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(2) 安心して暮らせる地域医療と福祉（Ｄグループ） 

 

  
公立芽室病院は、これまでの病床機能を改め、「一般急性期～回復

期～慢性期」の幅広い病床機能を、令和 2年度中から「回復期～慢性

期」を中心に、新たに３階を療養病棟として再開する予定です。また

アドバイザーや経営コンサルタントの導入など、先進事例や外部から

の専門的知見を活用した取り組み、さらに地域巡回により町民との

対話の場を持つなど、町民理解を得るための取り組みもされていま

す。 

今年度から旭川医大と連携協定を交わし、医師の派遣や看護科教

授による指導を仰ぐなど様々な協力体制が整いつつあります。 

令和元年度は公立芽室病院が地域において果たすべき役割を明

確にし、町民にとって真に必要な病院となることが課題であると考え

調査に取り組みました。 

引き続き、公立芽室病院の改革プランやアクションプラン、四半期

ごとの経営状況など調査していきます。 



35 
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38 
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問７ 議会だよりの感想等 

■分かりやすい内容で編集されてると思いますが、毎回質問している議員さ

んが決まっているような印象です。なるべく全議員の考えを知りたいで

す。 

 

■これからも町民にわかりやすく伝えて欲しいです。 

 

■とてもわかり易いものだと思います。ただ興味深いものとはあまり思えな

い。 

 

■発行に関して税金が使用されているのであれば、スマイルと一緒に製本す

る事は出来ないのでしょうか？ 

 

■議会の内容を要約してありわかりやすいと思う。 

 

 

問９－２ ホームページの感想等 

■インターネット中継もあり、わかりやすいです。 

 

■モニターになる前は、議会だよりしか読んでいなかったのですが、ホーム

ページを見るようになって議会が身近に感じられるようになりました。

が、一般的には楽しいものではないと思うのでもう一工夫すると良いので

は。 

 

■スケジュールがひと目でわかり見やすい 

 

■最初少しインターネット中継を見るのにまよいました。 

 

■データの中でホームページ使用のほとんどがインターネット中継だったの

でもっとそこを強調してアクセスしやすくしても良いと思いました。 

 

■スケジュール等が見られるのは良いと思う。 

 

■お世辞にも明るく楽しそうとは思えません。。 
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問１５ 町民の声が反映されている、いないと思う理由  

［反映されていると答えた方］ 

■実際にモニターの意見を議会で町長に質問していたから。 

 

［ある程度反映されていると答えた方］ 

■議員さん方は、町民の声を幅広く聞こうと努力されている 

 

■町民の声が反映されていると信じて議会モニターを引き受けました。反映

されていないのなら議会モニターの意見交換会をしても仕方ないと思いま

す。 

 

■町の方針を変える事は難しいのだと思います。 

 

■議論されている内容でも何が町民の意見なのかがわからない。反映されて

いるものもあると思うが全てが反映されているかがわからない。 

 

 

［わらかないと答えた方］ 

■今まで議員の方達にそのような（町民の声）を聞いてもらう場がなかった

ため（モニターになる前） 

 

■そもそも町民の声をどのようにして得ているのか？町民のどの位の割合の

声を聞いて良いと言えるのかがわからない。 

 

 

問１７ 各委員会の抽出事業についてのご意見 

【総務経済常任委員会】 

１町内における労働力不足の状況と対策 

■外国人労働者の拡充、宿泊施設の整備 

 

■Ｒ元年度に商工会の求人広告など利用しましたがなかなか募集がないま

ま、Ｒ２年をむかえたが新型コロナウィルスのため、売上減で、人材が必

要ない状態になっています。 
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■町内労働力不足を招かない政策を実行するのと平行して労働力不足を前提

とした議論も今後は必要となっていく（矛盾はあるが） 

 

■農業の場合、人出不足を回避するには、人手を使わなくてすむ機械の導入

になりますが、資金がかかるので助成金を出して頂けるとたすかります。 

 

■人手不足は、まずは行政にたよらず、各自（兄弟、親戚、友達、知り合

い）で探して、それでも無理ならインターネットでお願いするしかないの

かなと思います。 

 

■私が良く聞くのは、芽室町にはつとめたいと思う職場がないということで

す。魅力ある職場を作るということも又大切なのでは？ 

 

■実感しています 

 

■難しいとは思いますが、役場なども副業をＯＫにすれば、他の業種にも人

が回っていくと思います。 

 

■労働に関しては時代の変化と共に大きく変わっているので把握をするのだ

けで今年度終わらせるのではなくもっと早いペースで対策案だけでも出す

べきではないかと思います。 

 

■外国人労働者の確保は現状どの地域、国でも難しくなってくる。ＡＩロボ

ットによる代行も必要になってくる。若い人がこの町で働きたいと思える

町づくりが大切になる。コミュニティスクールにもつながる。 

 

 

【厚生文教常任委員会】 

１公立芽室病院の地域における役割の明確化 

■経営権を民間に移す 

 

■病院は町になくてはならない 

 

■町民の意見はなかなか通らないので、まずは町としてこうしていきたいと

いう案をまとめて、町民に早く伝えて行動してもらいたい。 
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■病院の衰退は町の衰退につながると思います。 

 

■色々な努力が見られると思います。公立病院はなくなってしまうと大変困

るので私達も色々な面で協力しなくてはと思っています。しかしながら、

医師不足とはいえあまりにも態度の悪い医師を入れるのは考えていただき

たい。 

 

■芽室町民にとって大切な病院なので内容を充実してほしい。 

 

■フェイスブックを見ていますが、病院がよくなろうと努力している姿が良

くわかります。地域医療として是非とも良い方向で残していってほしいと

思います。 

 

■他の地方病院の調査やアドバイザーコンサルの意見を元に状況に合わせた

取り組みができていることは良い事と思われる。継続的な取り組みをお願

いしたい。 

 

■子育てにやさしい町=子供を安心して産める病院 

 

 

２地域の特色を生かしたコミュニティスクール 

■目的や方向性がよくわかりませんので回答できませんが、例えば、地域の

特性を生かして考えるのであれば、芽室は小学校低学年から吹奏楽を習う

ことが出来る数少ない土地、その為、中学校に入ってからも管内の中でも

上手な子供が数多く育つかんきょうにあるので、芽室教育委員会主導でプ

ロのクリニックや各イベントでの発表の場を増やすなど、もっと吹奏楽に

力を入れてほしい。 

 

■地域の特色を活かした子供の活動拠点づくりを目指すのはすばらしいこと

だと思う。是非、長期的なビジョンで取り組んでいって欲しい。 

 

■コロナウィルスで今までの生活は一変してしまいました。コミュニティー

スクールの話はコロナ対策が確立してからでないと難しいと思います。（ク

ラスターが怖いので） 
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■学童（放課後保育）に大変負担をかけていると思います。子供の保育の場

が他にもあればと思います。 

 

■Ｒ2 スタート予定の「ジモト大学」に関しては、重要そうであり、それな

りの予算と労力がかかりますが、目標としている参加人数や予想される人

数等も現時点では満足がいくものではないと思います。内容的には良いも

のだと思うのでそれが提供側・参加側の少数の満足に終わるものにならな

い様にしてもらいたい。 

 

■今の状況ではなかなか進める事が出来ない課題と思われるが、長期の取り

組みとして進めていただき、地域の子供達に向けたサービスを提供して欲

しい。 

 

■少子化で学校・保育所が統合されていき地域で子供の声が聞こえてこない

時代となっている。余計に関心がなくなってきている気がする。子供と触

れあえる機会が増えれば自然と見守る意識が生まれる 
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議会モニターレポート内容（参考） 
 

○鈴木 賢さん 

農繁期ではありましたが、運良く都合がついたので議会運営委員会を見る機会

が得られました。丁度、議題が議会モニターについて述べられており、より興味を持

ちながら見学することが出来ました。思っていたよりも淡々と議事が進むんだなぁ

…と思った矢先、委員長より「暫時休憩とします」の一言で、委員から活発な議論が

なされている光景を目の当たりにして驚きました。 

もしかして…と思い、議会のホームページを見ると委員会の様子が中継されてい

ることを知りました。この中継を意識しているので議事がスムーズに進行されるよう

に見えるだけなんだと感心させられました。しかし、これは委員会を見学した者のみ

が知ることが出来るのでもったいないという気持ちを同時に持ちました。 

ネット中継も然り、町民の皆様には一度議会や委員会へ足を運んで実際に町議

がどのように働いているか、という姿を見ていただけたら町政への関心の第一歩に

もつながるかもしれないと感じられました。 

 

○中田 照子さん 

初めて町議会を傍聴させていただきました。 

芽室町内の中で、いろんな悩みを抱えている人達が大勢いる事を知りました。そ

の人達の悩みとか不安などを助けるための政策と要望に答えるための町職員と議

員さんとの間であつい議論がなされていることを初めて体験しました。 

 

○大谷留美子さん 

仕事の関係で議会モニターとして議会を傍聴してませんが、モニターとなって今

まで以上に読む様になりました。町における様々な活動を知ること多く驚いていま

す。ＮＯ206 めむろ議会だよりでは、思った以上に町の重要事項が載っており、何

にどれほどのお金を使ったのかまた議会で行われていた答弁など実際に議会を見

ることができなくても、どの議員さんも芽室町のことをしっかり考えてくれている事

を知りました。 

議会だよりに目を通して是非時間に都合がつけばその大事な議論を生で見たい

です。 

 

○長崎 義和さん 

この度初めて議会モニターとして役割を担い、町政に関して興味を持つ良いきっ

かけとなりました。これまでは、身近に起きていること以外にはなかなか関心を持つ

ことが出来ないというのが実態であり、私以外でもそういった方々は少なくは無い
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と思います。そうした現状の中、議会としての取り組みを様々な発信方法（議会だよ

り、インターネット中継、ＳＮＳ等）によって知ることができ、今までには無かった感覚

（意識をして見る）を持つようになり、あらためて、知ることの大切さに気付かされま

した。今後のステップとして、是非議会の傍聴を体験し、もう一段階進んだ視点か

ら議会の運営・町政というものを知っていきたいと思っています。 

 

○池戸 朋弘さん 

議会だよりやホームページで議会が身近に！ 

議会傍聴について、興味があっても仕事などでなかなか傍聴に行けないと思い

ます。議会だよりＮＯ２０４でも載っていたのですがホームページで録画もありいつ

でも見る事が出来るので議会が身近に感じる事が良いですね。議会モニターにな

って２年目ですが会議に中々参加出来ないですが、議会だより・ホームページを活

用して町のことを理解したいと思います。 

 

○藤井 信二さん 

農村部も市街地も盛り上がりを！ 

先日の新聞で、帯広信用金庫の「おびしん街のあかり」助成金を活用した飲食店

が開店したという記事を拝見しました。農業者として農村部のことを中心に考えて

しまいがちですが、モニターになり町全体のことも気になるようになりました。その

中で市街地が活性化されることはとても嬉しく思います。私も新たな作物として落

花生を栽培しており、芽室に根付いた作物にするため飲食店さんやお菓子屋さん

で使って頂き、農業・商業一緒に仕事が出来たら嬉しく思い頑張っています。農村

部、市街地が共に盛り上がっていけるように。 

 

○島部 弘子さん 

「町政に目を向け、町民全員で問題解決へ」 

この度、初めて議会モニターとして参加させていただきました。町政に関して深く

考える機会をいただきました。残念ながら本会議を傍聴できませんでしたが、委員

会を傍聴させていただきました。その時の感想は、今の時代なのか議員皆さんはタ

ブレットを使用して委員会を行っていました。議員の誰かが手を挙げて話をしてい

る時も、その方の顔を見る事なく、下を向いてタブレットを見ているのが異様に感じ

ました。 

それから、議会だよりに関して、ＮＯ２０８の議会だよりに、モニター会議で私達モ

ニターが、どの様な事をしているのか、わかりやすく載せていただきありがとうござ

いました。モニター以外の町民の皆さまにも、もっと町政に、目や耳を傾けて、町民

全員で芽室町の問題を解決して行けたら良いと思います。 
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○福田 清貴さん 

「議会モニターって楽しい！！」 

今年から議会モニターになって始めは何をするのかわからず、緊張していました。

しかし、２回のモニター会議に参加して率直に思ったのは、「議会モニターって楽し

い！！」でした。 

 １回目はモニター同士の悩みや困っていること、こんな街になったらいいのにな、

を出し合い、２回目は課題ごとにグループ分けし、どうしたら解決できるかを話し合

いました。 

 僕のグループには議員さんはもとより、現役の先生も交えて話すことが出来た

ので、より深刻な悩みも知ることも出来ましたし、着眼点の違った発想も聞けて本

当に楽しい時間を過ごすことが出来ました。 

 次回のモニター会議も今から楽しみです。 

 

○太田 貢さん 

「傍聴席には報道席も設けられて」 

 今回、議会モニターとして定例会議に何度か足を運びました。雰囲気は、ドラマ

に出てくるような裁判所のような独特な感じで、議員さんと、町長をはじめとする役

場側の人たちが向かい合わせになり、議員席の後ろには私が座った傍聴席があり

ました。１番に驚いたのは、傍聴席に報道席が設けてあった事です。その後も何度

か足を運びましたが、どれも町の大事な議件を話していて、緊迫するような内容で

した。 

 

○畠山 大輔さん 

「思いの共有が広がるまちに」 

議会を見学したことがなく、初めて足を運びました。まず驚いたのは、傍聴席がび

っしりと埋まっていたことです。当日の議題によるものだったかもしれませんが、町

政に対し、関心の高い方が多くいらっしゃる事は大変うれしく思います。 

気づいた点は、議場内での言葉の言い回しが自分には少し難しいなと感じまし

た。そして長い！傍聴席で見る場合は質問内容をまとめた書類が頂けてまだ良い

のですが、インターネットでの配信では分かりづらい点が多いです。勉強不足は承

知しておりますが、もう少しかみ砕いた表現は出来ないでしょうか？特に学生さん

が見学に来ていた時にはお願いしたいです。 

モニター会議では、自分が普段思っている事が共有できる良い機会です。思い

を共有することを町全体に広げていきたいです。 

  



49 

 

○渡邊しのぶさん 

子どもたちが安心して暮らせるまちづくりを！ 

昨年度に引き続き、２回目の議会モニターをさせていただいています。年に３回

ですが、毎回議員さんたちと芽室町の未来についてお話をする機会はとても貴重

で、楽しい時間となっています。 

教育に関わる立場として、また共働きで子育てをしている立場からも、芽室町の

子どもたちが安心して暮らせるまちづくりにこれからも興味をもって議会の傍聴な

ど関わっていきたいと思っています。 

 

○嶋野 丈治さん 

「モニターに参加して」 

 一般的にモニターと聞くと、皆さんは何を想像するでしょうか？要綱には、議会

モニター制度の目的は、町民から意見を聴取することとあります。現在議会では、

様々な町民団体との意見交換を行なっていますが、モニターもその一つにすぎな

い感じです。活動自体は、町民が町政に関心を持つ良い機会なので、もっと活動に

沿った名称にするか、事前の周知が必要と感じました。 

芽室町議会は、IT 化が進んでいるのも特徴の一つです。モニター会議、他のイ

ベント等でも、タブレットを使用する議員さんの姿を目にします。効率化等の観点で

は大事な事ですが、利用マナーは少し改善すべきと感じました。タブレット等は、何

か調べたい時に直ぐに調べたりできるので便利です。しかし、そこに対話の相手が

いる時は、使い方も配慮が必要です。講演やプレゼンの資料がしっかりできていて

も、それが頭に入っていなければ良い説明はできません。タブレットが手元にあると、

気持ち的に安心してしまいますが、事前の準備をした上で、会話の相手に目を向け

る時と、タブレットに目を向ける時のメリハリをしっかりしていただきたいです。これ

から、小学生にもタブレットの時代が進んでくるようですので、推進する立場にある

大人が、しっかりと使えなければ、子どもたちに示しがつきません。 

議会が、インターネットで傍聴出来るのは素敵な事かと思います。私も、仕事が

ありますので、自身のスマホから傍聴しました。傍聴時に配布されている資料があ

れば、ネット上にも公開出来ないでしょうか？淡々と長時間、画面だけを見るのは

中々大変でした。スマホで視聴する際は、アプリを閉じてしまうと、資料を見ながら

という形にはならないので、Podcast 等の音声配信であれば、資料等を確認しな

がら、話を聞くことが出来るのでは。 

芽室町議会は、様々な先進的な取り組みをされているので、視察等も多いです。

町民にも公開されている情報は多く、幸せな事かと思います。そこに使われる人

的・金銭的コストを無駄にしない為にも、私たち町民が行政に興味を持つことはと

ても大切なことです。議会側の様々な働きと、私たちの興味関心があって成り立つ

ものです。行政、議会、町民と、しっかりとスクラムを組み合って、より住み良い芽室

町になっていければと思います。 
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○土井 槙悟さん 

「多くの方に議会モニターの体験を」 

一昨年に続き、２年目の議会モニターをさせていただいています。 

モニター会議では、毎回さまざまなテーマの中で、議員の皆さんや、他のモニタ

ーさんとディスカッション形式で、今、芽室町が抱えている課題や、これからの芽室

町の未来について意見交換をしています。議員の皆さんや、それぞれ年齢や、業種

の違うモニターさんの意見を聞くと、大変刺激にもなりますし、色々な角度からの視

点で意見が出てくるので、勉強にもなります。 

今後も、多くの皆さんに、議会モニターを体験していただき芽室町の未来を考え

るきっかけを作っていただきたいと思います。 

 

○雨山 理恵さん 

「町政に関心を持つ人を増やして」 

議会モニターとして２回目の会議では、４つのテーマの内１つを選択してテーマに

添った意見を交換しました。「安心して暮らせる地域医療と福祉」というテーマを選

びましたが、今まで考えもしなかった意見もあり大変ためになりました。実際その立

場にならないとわからない事、気が付かない事が沢山あり、様々な方の意見を聞く

のはとても有意義でした。また、要望を出すだけではなく問題に対してどのような改

善点、解決策を見出すのかという自分なりの意見を持つことが大切だということを

考える良いきっかけとなり、改めて芽室町について深く考えることが出来ました。 

議員は私達町民の様々な思いを受け大変だと思いますが、私達の代表として今

以上に沢山の意見を聴く機会を持ち、町政に対して関心を持つ人を増やしていた

だきたいと勝手ながら思っています。行政・議会・町民が一体となり、より良い芽室

町となることを切に望みます。 

 

○鈴木 美幸さん 

「議会との距離が縮まります」 

初めて議会モニターをさせてもらっています。 

最初は、何かしなくてはならないのかと不安もありましたが、モニター会議の時

間があっという間に終わるほど充実した時間になっています。 

普段から感じてること、思っていることを伝えることができる場があることで普段

は気にしていなかったことにも目が止まるようになり、自分と議会との距離も気持ち

的に縮まっている気がします。 

言ってくるのを待つばかりではなくモニターを集い、意見できる場を設けている

ことは良いことだと思いました。 
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課題や芽室町だからこそできること等、これからも町民と同じ目線で感じ、寄り

添う行政であってほしいと思います。 

まだ一度も傍聴できていないのが残念ですが、私たちのための議会だと思うの

で注視していきたいと思います。 

 

○石田 幸治さん 

「議会モニター会議に参加して」 

第１回モニター会議では、「こうあったら住み良く、安心して暮らせる芽室町にな

る」との町民目線での意見や、「こういうまちは魅力的」等、参加したモニターが

個々に普段から考えていたことや、気づきを意見交換しました。 

あまりお付き合いのなかった議員さんとも交流させていただきましたが、どの議

員さんも「町民の意見を聴いて町政に活かしていこう」とする誠実さが伝わってきま

した。 

また、①参加した議会モニターの意見を他のモニターが否定しないというルール、

②小グループに分かれての意見交換なので、普段から思っていたことを近くにいる

議員さんに聞きやすい環境に配慮されている、③決まった人だけが発言して終わら

ないように、思ったことを付箋に書いて全員が提出する発表方法であり、気後れし

ている人も意見が言えるようになっているなど、会議の方法もとてもよく工夫され

ていました。 

もちろん、予算の関係や優先順位、もう少し議論が必要なテーマもあると思いま

すので、すぐに実現とはならないと思いますが。 

今回参加させていただき、私が気づいていなかった他のモニターさんの興味深

い内容の意見も聞くことができ勉強になりました。今後も自分の住んでいるまちに

関心を持っていきたいと思います。 

 

○渡辺 洋志さん 

今回初めて議会モニターをさせていただきました。モニター会議の内容は芽室町

の将来像、改善点、今後の課題等いくつかのテーマに沿って意見を出し合いその

後テーマ別にグル―プ分けをして更に詳しく話し合うという方法でした。２回目の会

議には参加出来ませんでしたが、モニターから出た様々な意見を会議の場だけで

終わらせず今後の町政の中で少しでも町民の意見として取り入れていただければ

と思います。 

また、議場へ行けない人もインターネットで議会の傍聴が出来る環境はとても良

いと思います。今後町民の議会に対する関心が深まり、もっと興味をもってもらえ

るような発信をしていっていただきたいと思います。 
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○篠原 淳一さん 

「議会モニターに参加して」 

今までは町議会についてなかなか関わることがなく、広報誌のスマイルに添付さ

れる議会だよりに軽く目を通す程度でしたが、今回機会があって議会モニターとし

て参加させて頂きました。仕事の関係で、なかなか傍聴する機会はありませんでし

たが、インターネットの録画配信を見ながらどのように町が動いているかが見え、も

っと端的に表現して効率よく進め、様々な議題を進められないものなのかと思う部

分もありました。また、2 回参加しましたモニター会議に関しては、これからの芽室

町がこんな風になればと思いながら、自由に意見を発信できる場となり、自分にと

っては良い時間だったと思えます。是非、モニター会議で出たモニターからの意見

をしっかり反映できるように進めて欲しいと思います。 

 

 

○珠玖 謙一さん 

「新たな一歩が踏み出せるまちづくりに期待」 

新型コロナウイルスの感染拡大により世界が大きく変わろうとしています。 

これまでの経済活動や社会生活そして個人の日常生活がもとに戻るかどうかも

わからなくなっています。 

町、議会にはいち早く深刻な影響を受けている飲食店に対しての対策（めむろ飲

食店応援クーポン）、そして中小企業等持続化支援金制度の創設をしていただい

ております。 

今後も様々な業種、業界で様々な影響が出てくると思いますが、議会においても

現在の状況を的確に判断してスピーディな施策の決定をお願いし、新たな一歩が

踏み出せるまちづくりを期待しています。 



53 

 

芽室町議会モニター設置要綱 
 

（平成24年３月30日制定） 

(目的) 

第１条 この要綱は、芽室町議会モニター（以下「町議会モニター」という。）を設置する

ことにより、町民からの要望、提言、その他の意見を広く聴取し、芽室町議会（以下

「町議会」という。）の改革・活性化の推進及び政策提案機能を強化することを目的と

する。 

 (定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 町民 本町の区域内に居住する者をいう。 

（２） 会議 町議会の本会議、常任委員会、特別委員会及び町議会議長（以下「議

長」という。）の下に設置する組織等をいう。 

（定員） 

第３条 町議会モニターの定員は、２０人以内とする。ただし、議長が必要と認めたとき

は増員することができる。 

（資格） 

第４条 町議会モニターは、次の各号に定める要件を満たす者とする。 

（１） 年齢満１８歳以上の町民であり、かつ、芽室町職員、議員又は各種行政委員

でないこと。 

（２） 町議会のしくみ及び運営に関心があること。 

（３） 町政及び地域社会の発展に関心があること。 

（募集方法） 

第５条 町議会モニターは公募とする。ただし、議長は適当と認めた団体等に対し、適

任者の推薦を依頼することができる。 

（委嘱） 

第６条 町議会モニターは、公募者及び推せん者のうちから議長が委嘱する。 

２ 議長は、前項の規定による町議会モニターの委嘱に当っては、町議会モニターの年

齢・居住地等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。 

（解任） 

第７条 町議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は当該町議会

モニターを解任できるものとする。 

（１） 第４条に規定する資格を失ったとき。 

（２） 町議会モニターから辞任の申し出があったとき。 

（３） その他議長が必要と認めたとき。 
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（任期） 

第８条 町議会モニターの任期は１年とし、再任を妨げない。 

（謝礼） 

第９条 町議会モニターは無償とする。ただし、議長が必要と認めたときは、支給するこ

とができる。 

（職務） 

第 10条 町議会モニターは、次の各号に定める職務を行うものとする。 

（１） 会議（非公開で行われるものを除く。）を傍聴し、当該会議の運営に関する意見

を文書（電子メールを含む。以下この条において同じ。）により提出すること。 

（２） 「芽室町議会だより」及び「芽室町議会ホームページ」などに関する意見を文書

により提出すること。 

（３） 議会の政策提案に関すること。 

（４） 議長が依頼した町議会の運営に関する調査事項に回答すること。 

（５） 町議会議員と１年に２回以上、意見交換を行うこと。 

（６） その他議長が必要と認めたこと。 

（提言等の取扱い） 

第 11 条 町議会モニターから提言等が提出されたときは、議長は必要に応じ関係する

会議に当該提言等を送付し、当該会議において検討させるものとする。 

２ 前項の規定による検討結果は、原則として当該提言等を提出した町議会モニター

に通知するとともに、議長が別に定める方法により公表するものとする。 

（委任） 

第 12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ この要鋼は、平成２４年１２月１日から施行する。 

３ この要鋼は、平成２７年７月１日から施行する。 
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歴代議会モニター名簿（敬称略） 

H24  
明瀬健太朗 蘆田千秋 犬飼健二 猪野毛勝啓 大貫正光  

児玉 渉 小森瑞恵 佐藤正行 竹内仁美 森浦英樹 

H25 
江﨑 満 川合拓男 黒田卓裕 駒沢建治 小山智幸  

鈴木久恵 鈴木哲也 土井久美子 馬場 繁 細野浩伸 

H26 

川瀬幸枝 下保孝志 川合卓男（再） 黒田卓裕（再） 

駒澤建治（再）小山智幸（再） 鈴木久恵（再） 

中田智惠子 古田 聡 宮間教年  

H27 
大宮久美子、奥村紀之、下保孝志（再）、寺町智彦、中田智惠子（再） 

西川幹生、畑中庸助、古田 聡（再）、武藤健護、宮間教年（再） 

H28 

市橋 明、井原有二、奥村紀之（再） 川野陽美、佐々木玄徳 

高桑衣佳、寺町智彦（再）、鳥本和宏、中捨智也、中田智惠子（再） 

西川幹生（再）、西村有里、畑中庸助（再）、平岡早苗、廣田由美 

堀井和宏、武藤健護（再）、山川昌則、山本雅代 

H29 

井原有二（再）、川野陽美（再）、佐々木玄徳（再）、高桑衣佳（再） 

鳥本和宏（再）、中捨智也（再）、廣田由美（再）、堀井和宏（再） 

山川昌則（再）、長谷川修、武藤雅紘、岩佐幸治、堀切佳寿子 

高道 豊、加藤順子、藤村八重子、小林 覚、松岡みちよ 

木村真之、小森豊弘 

H30 

長谷川修（再）、武藤雅紘（再）、岩佐幸治（再）、堀切佳寿子（再） 

高道 豊（再）、加藤順子（再）、藤村八重子（再）、小林 覚（再）、 

松岡みちよ（再）、木村真之（再）、小森豊弘（再）、坂田恵子、 

畠山大輔、土井槙悟、珠玖謙一、小森真弓、渡邊しのぶ、 

千田美喜子、池戸朋弘、藤井信二 

Ｒ１ 

畠山大輔（再）、土井槙悟（再）、珠玖謙一（再）、渡邊しのぶ（再）、 

池戸朋弘（再）、藤井信二（再）、嶋野丈治、島部弘子、石田幸治、 

福田清貴、篠原淳一、雨山理恵、太田 貢、長﨑義和、鈴木美幸、 

中田照子、渡辺洋志、大谷留美子、鈴木 賢 

計 計１１８人（実人数７７人） 
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北海道芽室町議会 

082-8651  

北海道河西郡芽室町東 2 条 2 丁目 14 番地 

http://www.memuro.net/gikai/gikai.htm 

e-mail g-shomu＠memuro.net 

tel  0155-62-9731 fax0155-62-9813 


